
保育人材の確保・定着に向けた支援について

横浜市提案

令和４年10月31日（月）
第８2回九都県市首脳会議



１ 少子化の進行

 横浜市においても、児童数は減少しているが、
保育需要は増大しており、保育人材の確保・定着が必要

（出典：「令和４年５月１１日横浜市記者発表資料『令和4年4月1日現在
の保育所等利用待機児童数について』」）
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２ 保育人材不足の状況

 １都３県の保育士の有効求人倍率は、全職種と比べて高く、
保育人材の不足は依然として深刻

（出典：厚生労働省「職業安定業務統計」）
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３ 課題① 更なる処遇改善の必要性

 保育士の年収は全産業平均に比べ低く、 より一層の処遇改善が必要
※R4年から国の収入引上措置（３％）を実施しても、全産業平均に比べ保育士の年収は低いと
推測される。

（出典：賃金構造基本統計調査）
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 公定価格は給付額に大きく影響することから九都県市の実情に合わ
せて引き上げることが重要。

４
（出典：埼玉県作成資料）

４ 課題① 実情に合わない公定価格の地域区分

区分 基準地価

蕨市 15％ 259,300円

戸田市 ６％ 270,600円

和光市 １６％ 234,400円
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５ 課題② 採用に係る経費の増加（人材紹介手数料への対応など）

 採用を民間職業紹介事業者に頼らざるを得ず、本来は保育士の給与
に充当されるべき給付費が人材紹介手数料に費やされている。

（出典：保育分野における職業紹介事業に関するアンケート調査（厚生労働省））
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６ 課題③ 宿舎借り上げ支援の補助内容の復元・拡充

 適切な金額での宿舎借り上げ支援が必要だが、国庫補助基準額は
令和２年度に多くの自治体で引き下げられ、地域格差も大きい
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７ 課題③ 宿舎借り上げ支援の補助内容の復元・拡充

 同一市町村内においても家賃水準は地域差があり、上限額の復元が
必要

（出典：総務省「2018（平成30）年 住宅・土地統計調査」

98,022

81,953

67,872

62,137

40,000

60,000

80,000

100,000

都筑区 中区 国庫補助 栄区 旭区

横浜市の各区の借家１か月あたり平均家賃

補助基準額
＝給付上限額

79,000円

（円）

持ち出し分

実費相当分が支給

７



８ 課題③ 宿舎借り上げ支援の補助内容の復元・拡充

 宿舎借上げ支援の補助期間が終了すると、実質的な収入減となり、
保育人材の定着に支障がでることから継続的な支援が必要

採用から10年目

個人負担イメージ

給与 宿舎借上げ費

給与 自己負担

勤続８年目

勤続９年目

施設負担

例）94.8万円
＝79,000円×12ヶ月

保育士の平均年収
３８２．２万円

８



９ 保育人材の確保・定着に向けた国への要望

１

３

保育士の年収を全産業平均により近づくよう、保育人材の更なる処
遇改善を行うこと。また、国が定める公定価格の地域区分について
も九都県市の実情に合わせて引き上げること。

個々の保育事業者が、給付費の範囲内において保育人材を確保で
きるよう具体的な対策を講じること。（例えば、紹介料の上限設定や
諸費用を考慮した給付費の増など。）

２

宿舎借り上げ支援の九都県市における国庫補助基準額の令和元
年度水準額への復元、補助期間の拡充、幼稚園教諭に対する宿舎
借り上げ支援事業の創設。

９
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